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　特別徴収義務者　様

町民税・県民税特別徴収義務者指定通知書

　町民税・県民税の特別徴収につきまして、平素から格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　先にご提出いただきました給与支払報告書等により計算しました令和６年度の町民税・県民税について、特

別徴収義務者として指定させていただき、特別徴収事務をお願いすることになりました。

　これらの関係書類を同封しましたので、次頁以降の説明をご参照のうえ、なお一層のご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

令和６年度　町民税・県民税の特別徴収について

　地方税法第41条及び第321条の４第１項並びに東栄町町税条例第43条の規定により、貴事務

所を特別徴収義務者として指定します。

令和６年５月１５日

　村　上　孝　治愛知県北設楽郡東栄町長
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２．従業員等（納税義務者）への通知書の交付

３．特別徴収税額の天引きと納入について

（２）特別徴収税額が変更となった場合は、改めて「給与所得等に係る市町村民税・県民税　特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別
　　徴収義務者用）」を送付しますので、変更された月から、変更後の納付額を給与から天引きし、納入してください。

特 別 徴 収 事 務 に つ い て

（２）退職・転勤等により交付不能の場合は、該当者分を「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」（様式集にあります。）と一緒に、
　　至急返送してください。

（１）同封の「令和６年度　給与所得に係る市町村民税・県民税　特別徴収税額通知書（納税義務者用）」をすみやかに、納税義務者各
　　人に交付してください。

（１）別添の「給与所得等に係る市町村民税・県民税　特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義務者用）」に記載してある各月
　　分の納付額を毎月の給与から天引きし、翌月10日までに別添の納入書にて納入してください。

　特別徴収とは、納税義務者が納めるべき町県民税を、給与支払者がその給与の支払いをする際に所得税の源泉徴収と同じように、

毎月の給与から天引きし、従業員に代わり納入していただく制度です。

　町県民税を天引きし納入する義務を負う給与支払者を「特別徴収義務者」といい、地方税法第321条の４第１項及び東栄町町税条例

第43条第１項の規定により、所得税法第183条の所得税の源泉徴収義務者を、町県民税の特別徴収義務者に指定しています。

１．特別徴収と特別徴収義務者について

（３）転勤の場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」と一緒に転勤先へ送付してください。転勤先では納税通知書を本人に交
　　付するとともに、異動届出書に必要事項（勤務先名・所在地等）を記入のうえ、東栄町へ提出してください。
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　特別徴収税額を納期限までに納入しなかった場合は、延滞金が徴収されます。納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、

税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は金額を切り捨てます。)に年

14.6％(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3％の割合(当該期間の属する各年の前年に租税特別措

置法第93条第２項の規定により告示された割合に年1％の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3％

の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6％の割合にあっては当該年における延滞金特例基準割合に7.3％の割

合を加算した割合とし、年7.3％の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1％の割合を加算した割合(当該加算した割合が

年7.3％の割合を超える場合には、年7.3％の割合)とします。)を乗じて計算した金額が、延滞金として特別徴収義務者の負担と

なります。

　督促状が発付されると、督促手数料が特別徴収義務者の負担となり、発付した日から10日を経過した日までに完納されないと

きは、滞納処分を受けることになります。

　町県民税の天引きをしている従業員が転勤した場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を新しい勤務先を経由し
て、翌月10日までに東栄町へ提出してください。新勤務先では「勤務先名・所在地」を記入して、提出してください。

　町県民税の天引きをしている従業員が、退職、休職、死亡等により、給与の支払いを受けなくなった場合は、「特別徴収に係
る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ、その事由の発生した月の翌月10日までに東栄町へ提出してください。

４．退職・転勤等の手続きについて

５．特別徴収税額を滞納したとき

（２）１月１日から４月30日の間に退職・休職をした場合は、本人の申出がなくとも、最後に支払われる給与又は退職手当等
　　から、未徴収税額を一括徴収してください。

（１）町県民税の天引きをしている従業員が６月１日から12月31日の間に退職・休職をした場合は、本人の申出により、最後に
　　支払われる給与又は退職手当等から、未徴収税額を一括徴収してください。申出がない場合は、普通徴収（本人が直接、東
　　栄町へ納付)の方法で未徴収税額を本人から納付していただくことになります。

【転職】

【退職・休職】
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６．納入場所

町県民税の納入については、次の特別徴収取扱金融機関で納入してください。

７．退職所得の特別徴収について

（１）納税義務者

（２）税額の計算

（３）納入について

８．特別徴収税額の納期の特例について

　三菱ＵＦＪ銀行
　愛知・岐阜・三重・静岡県内の
　ゆうちょ銀行、郵便局

　　退職手当等に係る特別徴収税額は、給与分とあわせて、「納入書」で翌月10日までに納入してください。
　　なお、納入書は「退職所得分」の欄に、退職所得の税額を記入し、かつ「納入書」の裏面の「納入申告書」に必要
　事項を必ず記入してください。

特別徴収取扱金融機関

　東栄町役場（税務会計課）
　愛知東農業協同組合
　浜松磐田信用金庫
　豊川信用金庫

　特別徴収義務者は、その事務所、事業所等で給与の支払を受ける人が常時10人未満である場合は、町長の承認を受け

ると、６月から11月まで及び12月から翌年５月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、それぞれ12月10日まで及び翌

年の６月10日までの２回に納入することができます。この納期の特例の適用を受けるために必要な申請書の提出などに

ついては、東栄町役場　税務会計課(0536-76-1814)まで、お問い合わせください。

　　退職した年の１月１日現在、東栄町に住所を有する人(その年の１月１日現在に生活保護法の規定による生活扶助を
　受けている人は除かれます。)
　　※したがって、「給与分」の町県民税の納入先の市町村と異なる場合があります。

　退職所得(退職手当、一時恩給及びこれらの性質を有する給与)に対する町県民税は、所得税の取扱いと同様に他の所
得と区分して、退職手当等を支払う月に特別徴収してください。

　　②税額の計算は、「退職所得に対する住民税の特別徴収について」により計算してください。
　　①退職所得控除額、勤続年数の計算は、所得税の取扱いと同様です。
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○退職所得に係る町民税・県民税を納入する場合は、当該月の納入書の「退職所得分」の欄に税額を記載し納入してください。
　この場合、納入書の裏面の納入申告書にも記載して、給与分と同時に同一の納入書で納入してください。

　万一、書き損じ等された場合は、予備の納入書をお使いください。
　なお、この場合は、必ず納入月を記入してください。

特別徴収税額の納入について

○特別徴収税額の第１回目の月割額は６月中に支払をする給与から徴収し、第２回目以降の月割額は７月から翌年の５月まで、毎
月給与を支払う際に順次徴収し、翌月の10日までに遅れることのないよう特別徴収取扱金融機関へ納入してください。

○納入にあたっては、必ず当該月の分を使用してください。

○退職、休職、転勤等により特別徴収できなくなった場合には、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出くだ
さい。

○退職、休職等により特別徴収できなくなった税額は、納税義務者の了解を得て退職時最後の給与又は退職手当等から一括徴収し
てください。特に１月以降の退職等については、一括徴収が地方税法により義務付けられています。
　この場合は、納入書の「納入金額（１）」の欄に記載されている通常の月割額と一括徴収額を合算した額を「給与分（一括徴収
を含む）」の欄及び「合計額」の欄に記入し、「納入金額（１）」の額を二重線で抹消してください。「退職所得分」の欄には記
入しないようご注意ください。
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東栄町長　村上孝治

　１．口座番号 00890-0-960255

　２．加入者の名称 東栄町役場

　３．とりまとめ局 名古屋貯金事務センター

記

　　年　　月　　日　

◎所在地が愛知・岐阜・三重・静岡県以外の特別徴収義務者で払

込みを郵便局で希望される方は、右の「指定通知書」に希望の郵

便局名、提出年月日を記入して第１期目の納入書とともに当該郵

便局へご提出ください。

郵便局を利用される特別徴収義務者の方へ

指 定 通 知 書

　地方税法第321条の５第４項の規定により、貴局を東栄町

納入分町民税・県民税（特別徴収税額）の払込みの取扱い

をする郵便局に指定しましたから通知します。

　　　　　　郵便局長 殿





6% 4%

※　退職所得の金額＝（収入金額－退職所得控除額）×２分の１
　　ただし、所得税法第30条第４項に規定する役員等で、勤続年数が５年以下である者が

　支払を受ける場合については、収入金額から退職所得控除額を控除した額となります。

　　　退職所得控除額の計算（通常の退職の場合）
㋐ 勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
㋑ 勤続年数が20年を超える場合

800万円＋70万円×(勤続年数－20年)

【納入先】

【納入の手続き】

　退職所得の金額（収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に２分の１を乗じて得
た額）に千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる。

　退職手当等の支払者は、特別徴収した税額について「町民税・県民税納入申告書」に所要事項を記入し、徴収した月の翌月10日
までに提出するとともに、申告した税額を同日までに納入書により納めてください。
　※「町民税・県民税納入申告書」は通常の特別徴収の納入書の裏面にあります。

退職所得に対する住民税の特別徴収について

　退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の１月１日現在における住所が所在する市町村に納
めていただきます。

退職所得※の金額 ×

税率

＝

特別徴収税額

町民税 県民税
町民税 県民税

　退職所得に対する個人の住民税(町県民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払
者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、納入先の市町村に納入することとされています。

　平成25年１月１日以降の退職所得に対する住民税額は、以下のとおりの計算となります。

　　【住民税額計算の流れ】
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・ 普通徴収から特別徴収への切替依頼書

・ 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

・ 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

・ 特別徴収義務者　所在地・名称等変更届出書

※各様式が不足する場合は、適宜コピーしてください。

各　種　届　出　様　式　集

・
特 別 徴 収

給 与 支 払 報 告 書
に係る給与所得者異動届出書



普通徴収から特別徴収への切替依頼書の記載要領について

・「特別徴収開始月」欄に記入がない場合は、通知月の翌月からの徴収となります。

・普通徴収で課税されている方の「町民税・県民税」を、特別徴収での納入に切り替える場合に作
成、提出してください。

・納期限が近づいている普通徴収分を特別徴収に切り替える場合は、取り急ぎ東栄町役場税務会計
課（0536-76-1814）までご連絡ください。

・切替依頼書提出時に、すでに納期限を過ぎている普通徴収分については、特別徴収への切り替え
はできません。

特　別　徴　収
給与支払報告書

　※１月１日以降の退職者については、未徴収税額を一括徴収してください。

　この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額がある者が給与の支払を受けなくなった場合に、その
受けなくなった日の属する月の翌月の10日までに東栄町に提出してください。

　この届出書は、東栄町に提出した給与支払報告書に記載された者のうち、４月１日現在において給与の支払を受け
なくなった者がいる場合は、４月15日までに東栄町に提出してください。

　６月１日から12月31日までに一括徴収の申出があったものと翌年１月１日以降の退職者等について記載してください。

に係る給与所得者異動届出書の記載要領について

【特別徴収に係る給与所得者異動届出書】

【一括徴収について】

【給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書】



　　　この用紙は、コピーしてお使いください

東栄町⾧ 殿



　　　この用紙は、コピーしてお使いください

東栄町⾧ 殿

記入例 １

３２，５００４５，７００

31

12
12 ５

７８，２００
北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑２５－７

２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

昭和５０ １ １１

1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

４４９－０２９２

北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑２５番地

株式会社 東栄製作所

ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ﾄｳｴｲｾｲｻｸｼﾞｮ

00000999999 
00000999999 

経理課

東栄 経子

0536-76-0501
999

東栄 町子

ﾄｳｴｲ ﾏﾁｺ

９９９９－９９９９ ６ １ ６ 1 2

従業員等の退職にあたり、未徴収分（残る税額）を

徴収済みの額、未徴収の額

を記入してください

1 1

３２，５００1          20



　　　この用紙は、コピーしてお使いください

東栄町⾧ 殿

記入例 ２

３２，５００４５，７００

31

12
12 ５

７８，２００
北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑２５－７

２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

昭和５０ １ １１

1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

４４９－０２９２

北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑２５番地

株式会社 東栄製作所

ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ﾄｳｴｲｾｲｻｸｼﾞｮ

00000999999 
00000999999 

経理課

東栄 経子

0536-76-0501
999

東栄 町子

ﾄｳｴｲ ﾏﾁｺ

９９９９－９９９９ ６ １ ６ 1 2

従業員等が転職し、転職先の会社でも引き続き特

徴収済みの額、未徴収の額

を記入してください

00000888888
449-0214

北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑２５－２

ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ﾐｮｳｼﾞﾝ

株式会社 明神

経理部

東栄 一郎

0536-76-1111
888

３２，５００

１

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8



この用紙はコピーしてお使いください。

〇この用紙は、コピーしてお使いください。

現　住　所

普通徴収通知書番号生年月日

1月1日現在
の　住　所

円
円

円

（第　　　期まで納付済）

年税額(ア) 普通徴収納付済額(イ) 差引未納付額(ア)－(イ)

　　　　　　　　年　　　月　　　日

　□　連絡を希望します（　　　月　　　日までに）

　□　確認済です（　　　月分　　　　　　　円、翌月以降　　　　　　　円）

　□　税額通知書発送時(この切替依頼書を提出した月の翌月中旬)で間に合います

※必ず開始月をご記入ください

ご注意
〇納期限を過ぎた普通徴収分を特別徴収に切り替えることはできません。
〇普通徴収通知書番号や年税額、納付済額が不明な場合は空欄でご提出ください。

フリガナ

特別徴収税額の
事前連絡について

給
　
与
　
所
　
得
　
者

（　　　年　　　月　　　日納入分）

年　　月　　日提出

東栄町長　様

法人番号

名称及び
代表者氏名

(個人事業主の方は氏名)

フリガナ

所　在　地

係 　　　　課　　　　係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名

月

特別徴収開始月 受給者番号

氏　名

　　　　年度　町民税・県民税　普通徴収から特別徴収への切替依頼書
※個人事業主の方は法人番号欄の記載は必要ありません。

　(　　　　)　　　-

特別徴収義務者
指　定　番　号

連絡者の係及び
氏名並びにその

電話番号

電話

〒　　　　－(

特
別
徴
収
義
務
者

)

給
　
与
　
支
　
払
　
者



この用紙はコピーしてお使いください。

　　　　年度　町民税・県民税　普通徴収から特別徴収への切替依頼書
※個人事業主の方は法人番号欄の記載は必要ありません。

東栄町長　様

(

特
別
徴
収
義
務
者

)

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所　在　地
特別徴収義務者
指　定　番　号 00000999999

フリガナ 　カブシキガイシャ　トウエイセイサクジョ

連絡者の係及び
氏名並びにその

電話番号

係 経理課　経理係
名称及び

代表者氏名
(個人事業主の方は氏名)

　株式会社　東栄製作所
氏名 東栄　経子

0 0 0 0
年　　月　　日提出

法人番号 0 0 0 0

受給者番号

電話 　(0536) 76 -0501

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ ハナダ　タロウ 1月1日現在
の　住　所

　愛知県北設楽郡東栄町大字下田字市場148

氏　名 花田　太郎
現　住　所

0 0 0 0 0

〇この用紙は、コピーしてお使いください。

円

100,000

　25,000　円
円

75,000

月

（　　　年　　　月　　　日納入分）

（第　　　期まで納付済）
※必ず開始月をご記入ください

〒　４４９－０２９２

　愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25番地

特別徴収税額の
事前連絡について

　☑　連絡を希望します（　　７月　３０日までに）

　□　確認済です（　　　月分　　　　　　　円、翌月以降　　　　　　　円）

　□　税額通知書発送時(この切替依頼書を提出した月の翌月中旬)で間に合います

ご注意
〇納期限を過ぎた普通徴収分を特別徴収に切り替えることはできません。
〇普通徴収通知書番号や年税額、納付済額が不明な場合は空欄でご提出ください。

　同上

生年月日 　昭・平　　　　　５０年　　１月　　１日 普通徴収通知書番号 999999

年税額(ア) 普通徴収納付済額(イ) 差引未納付額(ア)－(イ) 特別徴収開始月

記入例 ３ 新規従業員等の場合 既に特別徴収をしている従業員が他にいる場

合は、記入してください。

いない場合は、記入は不要です。

実際に特別徴収を開始でき

る６月以降の月を記入してく

ださい。
４～６月入社の場合は記入しない

でください。

７月以降に入社した場合は、本人

に確認して記入してください。

令和６ ８ １０

１



この用紙はコピーしてお使いください。

東栄町長　様

年　　月　　日提出
法人番号

名称及び
代表者氏名

(個人事業主の方は氏名)

フリガナ

所　在　地

(

特
別
徴
収
義
務
者

)

給
　
与
　
支
　
払
　
者

※個人事業主の方は法人番号欄の記載は必要ありません。

〒　　　　－

　※納期の特例を受けている事業所で翌年度も納期の特例を希望される方は、改めて申請書の提出の必要はありません。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

地方団体の徴収金の納付状況 滞納　　　　　　有　・　無　　　　　　　　　納付状況

現に町税の滞納があり又は最近において著しい遅
延の事由があり、やむを得ない場合はその理由の
詳細

年　　月分
(　　　　　　　)

　　　　　　　　人
(　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　円

支払を受けた人員

(　　　　　　　)
　　　　　　　　人

(　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　円

・納期に納めている
・遅れている

(　　　　　　　)
　　　　　　　　人

(　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　円

支払った金額支払を受けた人員 支払った金額 支　払　月　別

(　　　　　　　)
　　　　　　　　人

(　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　円

年　　月分

(　　　　　　　)
　　　　　　　　人

(　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　円

地方税法第321条の５の２並びに東栄町町税条例第44条の２の規定により特別徴収税額の納期の特例を申請します。

納期の特例を受けようとする税額 　　　年　　　月分以降に係る町民税・県民税特別徴収税額

申請の日前６か月間の給付の支払い状況

（　　）内には支払を受けた総人員及び支
払った総金額のうち臨時雇用者に係るものに
ついて記入してください。

支　払　月　別

年　　月分

年　　月分
(　　　　　　　)

　　　　　　　　人
(　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　円
年　　月分

年　　月分

特別徴収義務者
指　定　番　号

係 　　　　課　　　　係

氏名

電話

連絡者の係
及び氏名並
び に そ の
電 話 番 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　(　　　　　)　　　-



この用紙はコピーしてお使いください。

※個人事業主の方は法人番号欄の記載は必要ありません。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

東栄町長　様

(

特
別
徴
収
義
務
者

)

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所　在　地

〒４４９－０２９２

　愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25番地
特別徴収義務者
指　定　番　号 00000999999

フリガナ 　カブシキガイシャ　トウエイセイサクジョ

0

連絡者の
係及び氏
名並びに
その電話

番号

係 経理課　経理係
名称及び

代表者氏名
(個人事業主の方は氏名)

　株式会社　東栄製作所　　　　　　　　　　　　　
氏名 東栄　経子

0 0 0 電話 　(0536) 76 -050100 0 0 0 0
年　　月　　日提出

法人番号 0 0 0

地方税法第321条の５の２並びに東栄町町税条例第44条の２の規定により特別徴収税額の納期の特例を申請します。

納期の特例を受けようとする税額 令和　６年　１２月分以降に係る町民税・県民税特別徴収税額

支払を受けた人員 支払った金額支　払　月　別 支払を受けた人員

　※納期の特例を受けている事業所で翌年度も納期の特例を希望される方は、改めて申請書の提出の必要はありません。

令和　６年　７月分
(　　　　　　　)

　　　　　　５　人
(　　　　　　　　　)
　　　　200,000　円

令和　６年１０月分
(　　　　　　　)

　　　　　　５　人
(　　　　　　　　　)
　　　　200,000　円

申請の日前６か月間の給付の支払い状況

（　　）内には支払を受けた総人員及び支
払った総金額のうち臨時雇用者に係るものに
ついて記入してください。

地方団体の徴収金の納付状況 滞納　　　　　　有　・　無　　　　　　　　　納付状況
・納期に納めている
・遅れている

現に町税の滞納があり又は最近において著しい遅
延の事由があり、やむを得ない場合はその理由の
詳細

令和　６年　６月分
(　　　　　　　)

　　　　　　５　人
(　　　　　　　　　)
　　　　200,000　円

令和　６年　５月分

なし

(　　　　　　　　　)
　　　　200,000　円

支払った金額 支　払　月　別

令和　６年　９月分
(　　　　　　　)

　　　　　　５　人

(　　　　　　　)
　　　　　　５　人

(　　　　　　　　　)
　　　　200,000　円

令和　６年　８月分
(　　　　　　　)

　　　　　　５　人
(　　　　　　　　　)
　　　　200,000　円

記入例 ４

「特例の適用を受けようとする期間」に相当する

税額を記入。

納期を過ぎたものは含むことができません。



この用紙はコピーしてお使いください。

東栄町長　様

年　　月　　日提出
法人番号

名称及び
代表者氏名

(個人事業主の方は氏名)

フリガナ

所　在　地

１．

２．

※個人事業主の方は法人番号欄の記載は必要ありません。

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

(

特
別
徴
収
義
務
者

)

給
　
与
　
支
　
払
　
者

〒　　　　－
特別徴収義務者
指　定　番　号

　　　　課　　　　係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話

　注意事項

この届出書を提出した場合には、その提出の日の属する納期の特例の期間内に特別徴収した税額のうち、その提出の日の属する月分以前の各月に徴収した
税額は、その提出する日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付していただくことになります。

この届出書を提出した場合には、その提出の日の属する納期の特例の期間から地方税法第321条の５の２及び東栄町町税条例第44条の２に規定する納期の
特例の承認の効力が失われることとなります。

連絡者の係
及び氏名並
び に そ の
電 話 番 号

係

記

　　１．給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなったため

　　２．その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

氏名

　(　　　　　)　　　-

　地方税法施行令第48条の９の９及び東栄町町税条例第44条の４の規定により下記のとおり届出します。



この用紙はコピーしてお使いください。

　

※個人事業主の方は法人番号欄の記載は必要ありません。

特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書

〒　　　－

変更年月日 令和　　　　年　　　月　　　日

特別徴収義務者
指　定　番　号

連絡者の係
及び氏名並
び に そ の
電 話 番 号

係 　　　　課　　　　係

氏名

　　(　　　　　)　　　―

〒　　　-

◎特別徴収事務に係る書類の送付について上記以外の場所を希望される場合には、下
記の欄に送付先の名称・所在地を記入してください。

変
　
更
　
理
　
由

（２）所在地変更理由

　　　□事務所等の移転

　　　□その他

　　　[　　　　　　　　　　　]

（３）その他の理由

　　　□特別徴収事務の一本化

　　　□事務所等の廃止

　　　□その他

　　　[　　　　　　　　　　　]

フリガナ

フリガナ

送
　
　
付
　
　
先

（１）名称変更理由

　　　□　社名変更

　　　□　合併による変更

　　　□　旧社名の法人は登記上存続し社名変更

　　　□　旧社名の法人は登記上解散し合併された

　　　□　新法人の設立

　　　□　組織再編（会社分割等）

　　　□　その他

　　　[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
電　話

名　称

所在地

電話 　(　　　　)　　　-

(

特
別
徴
収
義
務
者

)

給
　
与
　
支
　
払
　
者

　

ビル名等 〒　　　- ビル名等

事　　　項 変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

フリガナ

電 話 番 号 　　(　　　　　　　)　　　　　　　―

フリガナ

　　ご注意　　○所在地・ビル名等・名称には誤読をさけるために必ずフリガナをふってください。
　　　　　　　○法人町民税に係る異動届出書は、別途必要になります。

　
該
当
す
る
項
目
に

　
　

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

東栄町長　様

年　　月　　日提出
法人番号

名称及び
代表者氏名

(個人事業主の方は氏名)

フリガナ

所　在　地

　　(　　　　　　　)　　　　　　　―

所　在　地
(住　所)

〒　　　-

名　称




